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漁業経営体質強化対策事業実施要領

２０水漁第２７４８号

平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日

水 産 庁 長 官 通 知

一 部 改 正

２１水漁第２９１７号

平成２２年３月３０日

２２水漁第１８３６号

平成２３年１月２０日

２２水漁第２２３６号

平成２３年３月１８日

水産業体質強化総合対策事業実施要綱（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７４６号農林水産事

務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）第３の２の（１）に規定する漁業経営体質強化対策事

業については、以下に定めるところによるものとする。

第１ 体質強化グループ活動支援事業

１ 事業の内容

実施要綱第２の規定に基づき選定された事業主体（以下「事業主体」という。）又は実施要綱

第３の２の（１）のアの規定に基づき選定された補助事業者（以下「補助事業者」という。）は、

実施要綱第３の２の（１）のアに定める事業を行うものとする。

２ 事業の実施

（１）漁業者グループの認定及び協同化計画の評価

漁業者グループは、別記様式第１号により協同化計画を作成し、認定・評価委員会に提出し、

漁業者グループの認定及び協同化計画の評価を受けるものとする。

ア 漁業者グループの認定要件

協同化計画を作成する漁業者グループについては、次の要件を全て満たすものとする。

（ア）次に掲げる者を代表者として含んだグループであること

① 漁業に従事する個人

② 漁業協同組合

③ 漁業を営む法人

④ 漁業を営む団体（漁業に従事する者を主たる構成員とする団体であって、団体の目的、

団体の意思決定機関及びその決定方法を含んだ規約を有する団体）

（イ）地域に同一の漁業を営む者が少ない等特段の理由がある場合を除き、漁業従事者５名

以上で構成されること

（ウ）グループを代表とする者が、事業着手時点において６５歳未満であること（ただし、
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漁業協同組合の場合は、事業リーダーを対象とする。）

（エ）漁業者グループの全ての構成員が同一の経営体に属していないこと

イ 協同化計画の評価

認定・評価委員会は以下の要件に基づき協同化計画の評価を行うものとする。

（ア）高い燃油価格に対処した省エネ推進又は生産性向上のための意欲的な取組を行うグル

ープであること

（イ）省燃油型施設等導入を実施する漁業者グループについては、（ア）の要件に加えて次

の①～⑥の要件を全て満たすもの又は（ア）の要件に加えて次の②、③及び⑥の要件を

満たすものであって実施要綱第３の１の（１）のアの（イ）に基づき認定された改革計

画に取り組むものであること

① 地域の省エネ推進又は生産性向上活動の中心的役割を担うグループであること

② 協同化計画の取組内容が船の燃油消費量（陸上設備を導入する場合にあっては、当該

設備の燃油消費量）を１割以上削減できる取組又は生産性を３パーセント以上向上でき

る取組であること

③ 省エネ又は生産性向上の技術・設備の導入を含む取組が、漁業者グループの提出した

協同化計画に則し、かつ、同計画の実施に不可欠な新技術・設備等であること

④ 省エネ又は生産性向上の技術・設備の導入を含む取組が、漁業種類、対象魚種、操業

形態等において同様の取組が当該地域及び当該地域と類似の条件にある周辺地域におい

て普及していないものであること

⑤ 省エネ又は生産性向上の技術・設備の導入を含む取組が、当該地域のみに限定されず、

類似の条件、事情にある他の地域にも広く普及することが見込まれること

⑥ 原則として、漁業従事者が５名以上で共同利用する技術・設備等であること

（２）事業実施計画の作成及び承認

事業主体は、別記様式第２号により、毎事業年度ごとに、事業実施計画承認申請書を作成の

上、水産庁長官の承認を受けるものとする。

（３）事業の報告

ア 漁業者グループは、別記様式第３号により、事業実績報告書を作成し、事業終了後速やか

に事業主体又は補助事業者に提出するものとする。提出先が補助事業者の場合、補助事業者

は速やかに事業主体に提出するものとする。

イ 事業主体は、漁業者グループからの報告に基づき、別記様式第４号により実績報告書を作

成し、毎事業年度終了後速やかに水産庁長官に提出するものとする。

３ 補助対象経費

助成金交付の対象となる経費は、次のとおりとする。

（１）事業主体又は補助事業者が実施する漁船等の省エネ推進又は生産性向上活動に係る情報・資

料の収集・分析、認定・評価委員会及び説明会の開催、グループ化の推進、広報等に要する経

費

（２）漁業者グループが実施する漁船等の省エネ推進又は生産性向上に係る会議・研修会の開催、

広報、指導謝金、省エネ協同化計画の作成等に要する経費

（３）漁業者グループが実施する技術・設備導入に係る情報・資料の収集・分析、船舶・機器・設
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備類の購入・改造及び設置、消耗品・備品類の購入、諸経費等に要する経費

（４）漁業者グループが実施する漁船等の使用及び燃油購入に係る経費は、研修会開催に必要な場

合及び燃費効率の実証のために真に試験的なものである場合においてのみ補助対象とする。

（５）（１）から（４）までのいずれについても、平成２２年度末までに事業が完了し、精算が行

える経費でなければならない。

（６）漁業者グループが実施する現地視察に係る経費については、補助対象としないものとする。

４ 助成金の交付

（１）実施要綱第３の２の（１）のアの（ア）により漁業者グループの認定及び省エネ協同化計画

の評価を受けた漁業者グループは、事業主体又は補助事業者に対して別記様式第５号により補

助金の交付申請を行い、事業主体又は補助事業者の了承を得るものとする。

（２）事業主体又は補助事業者は、（１）の交付申請があった場合は、その内容を審査し、妥当と

認められるときは、当該申請者に対して別記様式第６号により補助金の交付を決定する旨の通

知を行うものとする。

（３）（２）の交付決定通知を受けた漁業者グループが概算払により助成金の交付を受けようとす

る場合には、事業主体又は補助事業者に対して別記様式第７号の概算払請求書を提出するもの

とする。

（４）事業主体又は補助事業者は、（３）の概算払請求書の申請があった場合には、助成金を交付

することができるものとする。

（５）漁業者グループは、事業終了後、事業主体又は補助事業者に対して別記様式第８号の精算払

請求書により助成金の請求を行うものとする。

（６）事業主体又は補助事業者は、１の（３）のアの事業実績報告書の内容を審査し、適切と認め

られた場合には、助成金の額を確定し、漁業者グループに対して別記様式第９号により通知す

るものとする。

５ 施設等の管理運営

事業により取得した、又は効用の増加した省燃油型の施設、設備及び機械等の管理運営につい

ては、事業主体による指導・監督の下、財産台帳及び管理規程等を作成するほか、その他必要に

応じ、関係書類を整備保管すること等により効率的な利用が図られるようにすること。

第２ 沖合・遠洋省エネ操業形態導入事業

１ 事業の内容

（１）事業主体は、実施要綱第３の２の（１）のイに定める事業を行うものとする。

（２）漁業者団体等（５に規定される漁業者が所属する漁業者団体又は事業主体が必要と認め、水

産庁長官の承認を受けた者をいう。以下同じ。）は次の事業を行うものとする。

ア 共同漁場探索船導入

漁業者団体等は、共同漁場探索船を活用した漁業者グループの共同操業推進のために、一

定期間の漁場探索船の用船を行うこととする。

イ 共同漁獲物運搬船等導入

（ア）共同運搬船導入
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漁業者団体等は、共同漁獲物運搬船を活用した漁業者グループの共同操業推進のために、

一定期間、漁獲物運搬船の用船を行うこととする。

（イ）共同燃油補給船導入

漁業者団体等は、漁業者グループによる計画的な洋上補給による共同操業推進のために、

補給船と洋上補給契約を締結し、当該契約に基づき漁業者グループの洋上補給を支援する

こととする。

ウ グループ化促進支援

漁業者団体等は、ア及びイを行う漁業者のグループ化促進を支援するために必要な検討会

等を開催することができることとする。

２ 事業の実施

（１）グループ操業計画の作成及び承認等

ア 漁業者団体等は、１の（２）のア又はイの（ア）を実施しようとするときには、別記様式

第１０号、（２）のイの（イ）を実施しようとするときには別記様式第１１号によりグループ

操業計画書を作成の上、事業主体を経由して水産庁長官に提出し、その承認を得なければな

らない。また、グループ操業計画の変更についても同様とする。

イ 水産庁長官は、次の要件が満たされていると認める場合には当該計画を承認するものとす

る。

（ア）共同漁場探索船導入

① グループ操業に参加する漁船が３隻（大中型まき網漁業にあっては３船団）以上であ

ること

② 共同漁場探索船の隻数がグループ操業参加漁船（大中型まき網漁業にあっては参加船

団）の３分の１を超えていないこと

③ 共同漁場探索船の用船予定料が適切であること

④ 共同漁場探索船の用船期間がグループ操業期間と比較して適切であること

⑤ 省エネに関する適切な目標（１割以上削減）が設定されており、かつ事業内容がグル

ープ操業による操業の効率化に資するものであること

（イ）共同漁獲物運搬船等導入

① 共同運搬船導入

（ａ）グループ操業に参加する漁船が３隻（大中型まき網漁業にあっては３船団）以上

であること

（ｂ）共同漁獲物運搬船の用船予定料及び用船期間が適切であること

（ｃ）省エネに関する適切な目標（１割以上削減）が設定されており、かつ、事業内容

がグループ操業による操業の効率化に資するものであること

② 共同燃油補給船導入

（ａ）グループ操業に参加する漁船が１０隻以上であること

（ｂ）共同燃油補給船に支払う経費が適切であること

（ｃ）省エネに関する適切な目標（１割以上削減）が設定されており、かつ事業内容が

グループ操業による操業の効率化に資するものであること

（ウ）グループ操業計画の変更については、（ア）及び（イ）の規定に準ずるものとする。
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（２）グループ化促進支援の実施

ア 漁業者団体等は、グループ化促進支援を実施しようとするときには、別記様式第１２号又

は第１３号により計画書を作成の上、事業主体を経由して水産庁長官に提出し、その承認を

得なければならない。

イ 水産庁長官は、当該実施計画が１の（２）のア又はイにおける漁業者のグループ化促進等

に資するものであると認める場合には、当該計画を承認するものとする。

（３）事業の報告

ア 共同漁場探索船導入及び共同漁獲物運搬船等導入

（ア）漁業者団体等は、事業終了後、１の（２）のア又はイの（ア）を実施した場合には別記

様式第１４号、１の（２）のイの（イ）を実施した場合には別記様式第１５号により実施

報告書を作成し、事業主体に提出するものとする。

（イ）事業主体は、（ア）による報告書の提出があった場合は、別記様式第１６号により事業

報告を作成し、水産庁長官に提出するものとする。

（ウ）漁業者団体等は、グループ操業計画に基づく操業の終了後、グループ操業報告書を作成

し、事業主体に提出するものとする。

（エ）事業主体は、（ウ）による報告の提出があった場合は、速やかに水産庁長官に報告する

ものとする。

イ グループ化促進支援事業

（ア）漁業者団体等は、事業終了後、別記様式第１７号により事業実施報告書を作成し、事業

主体に提出するものとする。

（イ）事業主体は、（ア）による報告の提出があった場合は、別記様式第１８号により事業報

告を作成し、水産庁長官に提出するものとする。

３ 補助対象経費

（１）共同漁場探索船導入

補助対象経費は、グループ操業実施期間のうち６分の１の期間について、漁業者団体等が漁

場探索船の用船に要する経費とする。

（２）共同漁獲物運搬船等導入

ア 共同運搬船導入

補助対象経費は、グループ操業実施期間のうち６分の１の期間について、漁業者団体等が

漁獲物運搬船等の用船に要する経費とする。

イ 共同燃油補給船導入

補助対象経費は、漁業者団体等が、漁業者のグループ化によって効率的な洋上補給を行う

場合の共同燃油補給船へ支払う経費と、従来の方法で補給した場合に支払う経費との差額と

する。

（３）グループ化促進支援

補助対象経費は、漁業者団体等が漁業者のグループ化促進を支援するために必要な検討会の

開催等に要する経費とする。

４ 助成金の交付
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（１）漁業者団体等は、概算払により助成金の交付を受けようとする場合には、事業主体に対して

別記様式第１９号の概算払請求書により請求するものとする。

（２）事業主体は、漁業者団体等より概算払請求書による助成金の請求があった場合には、その内

容を審査し、妥当と認めるときは、概算払により助成金を交付することができるものとする。

５ 対象漁業種類

この事業の対象となる漁業者は、漁業法第５２条第１項の指定漁業を定める政令により定めら

れた次の漁業種類を営む者及びこれらの漁業種類を営む者以外の者であって水産庁長官が特に認

めた者とする。

（１）遠洋かつお・まぐろ漁業

（２）近海かつお・まぐろ漁業

（３）大中型まき網漁業

（４）北太平洋さんま漁業

（５）いか釣り漁業

６ グループ操業計画の中止

漁業者団体等は、１の（２）のアにより承認を受けたグループ操業計画が中止された場合は、

既に支払を受けた助成金の全部について返還しなければならない。

ただし、グループ操業計画の中止について、事故等により当該計画期間中の操業が不可能とな

る等、水産庁長官が正当な理由と認めた場合にはこの限りではない。

第３ 事業実施期間

この事業の事業計画の承認を行う期間は、平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで（体

質強化グループ活動支援事業にあっては、平成２３年３月３１日まで）とする。

ただし、事業の実施期間は、承認された事業計画に基づく事業が終了するまでとする。

第４ 実施要領

事業主体は、補助事業者を選定した場合には、事業主体と補助事業者の間で事業実施要領を作成

し、水産庁長官の承認を得るものとする。

第５ 事務手続きに関する規定

１ 事業主体は実施要綱第４の（７）に規定する会計に関する規程について、実施要綱第３の２の

（１）に定める内容に適合するようにこれらを定め、同事業を適正かつ円滑に行うよう努めるも

のとする。

２ 事業主体は、この事業の実施状況を明らかにした帳簿その他の関係書類をこの事業の終了年度

の翌年度から起算して５年間、整理保管するものとする。

第６ 補助率

漁業経営体質強化対策事業の補助率は、別表のとおりとする。
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附 則

平成 22 年末から平成 23 年当初の大雪等により漁船等に被害を受けた漁業者が原則として過半数を

占める漁業者グループが作成し、かつ、第１の２の（１）に規定する認定・評価委員会が、被害を受

けた漁業者の被害の復旧又は経営の回復に資すると評価した協同化計画に係る経費については、第１

の３の（５）の規定のうち「平成 22 年度末まで」とあるのは「平成 23 年 9 月末日まで」と読み替え

て適用する。

附 則

第１の３の（５）の規定は、東北地方太平洋沖地震による被災によって事業の完了、精算に遅延が

生じた場合ついては適用しない。
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別記様式第１号（第１の２の（１）関係）

年 月 日

漁業者グループの概要と協同化計画

住所

漁業者グループ名

代表者名（リーダー名）

漁業者グループの概要

所在地 都道府県 市町村 番地 所属漁協

漁業者グループ等状況 グループ代表者名 構成員数 名

年齢 歳

グループの営む漁業概要

漁業者グループ構成員

氏 名 年 齢 漁 業 種 類 備考

グループ平均年齢

※欄が不足する場合は適宜追加すること

取組の目的

現状

協同化する理由

取組の前提

取組内容

備考

費用内訳

①協同化計画策定に係る事項（研修会・会議開催、実証試験実施、広報、計画策定に係る事項など）

実施予定日 実施予定事業内容 主な内容 （研修会等の場合）出席

予定人数

合計

②省燃油型施設等導入に係る事項

導入予定日 導入する施設等の内容 導入数
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③事業予定費用一覧

負担区分

区分 予定事業費用 自己負担金

基金補助金（税抜）Ａ 税抜額Ｂ 消費税額Ｃ

①協同化計画策定

②省燃油型施設等導入事業

合計

※積算根拠添付

協同化計画の内容

・地域及び漁業の概要

・漁業経営の現状及び問題点

・グループでの取組や省燃油型施

設等導入による燃油消費量削減又

は生産性向上計画

グループでの燃油消費量（経営体 ○年度消費量 ○年度消費量Ｂ 削減効果予測（Ｂ－Ａー１）×１００

及びグループ全体で） Ａ（㍑） (㍑) (％)

経営指標（付加生産額、営業利益 ○年度経営指 ○年度経営指標 向上効果予測（Ｂ－Ａ）÷Ａ×１００

率、営業利益額等） 標Ａ Ｂ （％）

グループ全体又は

従業員一人当たり

省エネ又は生産性向上に関する取組について

省エネ技術又は生産性向上

に関する研修等の内容

必要とする技術、施設に関

する内容

漁協等 協力、連携する内

容

共同作業の内容

共同所有の内容
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別記様式第２号（第１の２の（２）関係）

体質強化グループ活動支援事業に関する事業実施計画承認申請書

番 号

年 月 日

水産庁長官 ○○○○ 殿

住所

事業主体名

代表者氏名 印

平成 年度において、下記のとおり体質強化グループ活動支援事業を実施することとしたい

ので、「漁業経営体質強化対策事業実施要領」（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７４８号水

産庁長官通知）第１の２の（２）の規定に基づいて承認されたく申請する。

記

１ 目的及び概要

２ 事業計画

（１）漁業者協同化推進事業

実施項目 実施予定時期 実施する事業の内容

（２）漁業者協同化支援事業

ア 協同化計画策定

実施グループ予定数 実施する事業の内容 備 考



- 10 -

イ 省燃油型施設等導入

実施グループ予定数 導入しようとする施設等の内容 備 考

ウ グループ化普及推進

優良取組事例説明会 開催時期 出席予定人数 パンフレット配布予定数

開催場所

３ 事業費

区 分 事業費 負 担 区 分 備 考

基金補助金 自己負担金

(1)漁業者協同化推進事業 円 円 円

(2)漁業者協同化支援事業

ア 省エネ協同化計画策定

イ 省燃油型施設等導入

ウ グループ化普及促進

４ 添付書類

（１）事業を委託して実施する場合には、当該委託契約書の写し

（２）県域における省エネ取組の方針について明らかにした書類
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別記様式第３号（第１の２の（３）のア関係）

体質強化グループ活動支援事業に関する実績報告書

番 号

年 月 日

事業主体又は補助事業者名 殿

住所

漁業者グループ名

代表者氏名 印

「漁業経営体質強化対策事業実施要領」（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７４８号水産庁

長官通知）第１の２の（３）のアの規定に基づいて、下記のとおり実績を報告する。

なお、併せて助成金○○○円の交付を申請する。

記

１ 事業の概要

２ 事業実施内容

（１）漁業者協業化支援事業

ア 協同化計画策定

開催場所 開催日 主な事業内容 参加者数 備 考

イ 省燃油型施設等導入

導入日 導入された施設等の内容 台 数 備 考
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別記様式第４号（第１の２の（３）のイ関係）

体質強化グループ活動支援事業に関する実績報告書

番 号

年 月 日

水産庁長官 ○○○○ 殿

住所

事業主体名

代表者氏名 印

「漁業経営体質強化対策事業実施要領」（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７４８号水産庁

長官通知）第１の２の（３）のイの規定に基づいて、下記のとおり報告する。

記

１ 事業実施内容

（１）漁業者協同化推進事業

実施項目 実 施 時 期 主な事業内容

（２）漁業者協同化支援事業

ア 協同化計画策定

実施グループ数 実施した事業の内容 備 考
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イ 省燃油型施設等導入

認定グループ数 導入された施設等の内容 備 考

ウ グループ化普及推進

優良取組事例説明会 開催時期 出席人数 パンフレット配布数

開催場所

２ 実績事業費

区 分 事業費 負 担 区 分 備 考

基金補助金 自己負担金

(1)漁業者協同推進事業 円 円 円

(2)漁業者協同化支援事業

ア 協同化計画策定

イ 省燃油型施設等導入

ウ グループ化普及促進

３ 添付書類

（１）協同化計画策定に係る実施グループ数の実績報告として、グループ名称、所在地、代表者

氏名等を記載した「協同化計画策定グループ一覧表」

（２）省燃油型施設等導入に係る認定グループ数の実績報告として、グループ名称、所在地、代

表者氏名、導入された施設等の内容を記載した「省燃油型施設等導入認定グループ一覧表」

（３）配布されたパンフレット類
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別記様式第５号（第１の４の（１）関係）

漁業者グループ活動支援事業費助成金交付申請書

番 号

年 月 日

事業主体又は補助事業者名

代表者の氏名 殿

住所

漁業者グループ名

代表者氏名 ○印

平成○○年○月○日付け○○水漁第○○号で承認のあった沿岸グループ活動支援事業に係る助成金

について、「漁業経営体質強化対策事業実施要領」（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７４８号水

産庁長官通知）第１の４の（１）の規定に基づき下記のとおり交付を申請します。

記

１．助成金の額

項 目 必要な助成金の額 概算払 備 考

漁業者協同化支援事業 円 有・無

１協同化計画策定

２省燃油型施設等導入

計

※概算払有りに○をした場合には、備考欄に予定時期と理由を項目毎に記載すること。

２．振込先
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別記様式第６号（第１の４の（２）関係）

漁業者グループ活動支援事業費助成金交付決定通知書

番 号

年 月 日

漁業者グループ

代表者の氏名 殿

住所

事業主体又は補助事業者名

代表者氏名 ○印

平成○○年○月○日付け（番号）で申請のあった貴殿が行う漁業者グループ活動支援事業に係る助

成金について、申請のとおり交付することを了承したので、「漁業経営体質強化対策事業実施要領」（平

成２１年４月１日付け２０水漁第２７４８号水産庁長官通知）第１の４の（２）の規定に基づき通知

します。
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別記様式第７号（第１の４の（３）関係）

漁業者グループ活動支援事業費助成金概算払請求書

番 号

年 月 日

事業主体又は補助事業者名

代表者の氏名 殿

住 所

漁業者グループ名

代表者氏名 ○印

平成○○年○月○日付け（番号）で通知のあった交付決定通知書に基づき、下記のとおり概算払に

より支払されたく、「漁業経営体質強化対策事業実施要領」（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７

４８号水産庁長官通知）第１の４の（３）の規定に基づき請求します。

記

（単位：円）

交付決定額 既受領額 今回請求額 残 額
項 目 備考

(a) (b) (c) (a)-(b+c)

漁業者協同化支援事業

１協同化計画策定

２省燃油型施設等導入

計
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別記様式第８号（第１の４の（５）関係）

漁業者グループ活動支援事業費助成金精算払請求書

番 号

年 月 日

事業主体名

代表者の氏名 殿

住 所

漁業者グループ名

代表者氏名 ○印

平成○○年○月○日付け○○水漁第○○号で承認のあった本組合（会）が行った沿岸グループ活動

支援事業について、「漁業経営体質強化対策事業実施要領」（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７

４８号水産庁長官通知）第１の４の（５）の規定に基づき精算金として金○○○○○円を請求します。

記

（単位：円）

交付決定額 既受領額 今回請求額 不要額
項 目 備 考

(a) (b) (c) (a)-(b+c)

漁業者協同化支援事業

１協同化計画策定

２省燃油型施設導入

計
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別記様式第９号（第１の４の（６）関係）

漁業者グループ活動支援事業の助成金の額の確定通知

番 号

年 月 日

漁業者グループ

代表者の氏名 殿

住 所

事業主体又は補助事業者名

代表者氏名 ○印

平成○○年○月○日付け（番号）で貴殿から提出のあった漁業者グループ活動支援事業費助成金精

算払請求書の内容を確認した結果、漁業者グループ活動支援事業の助成金の額は金○○○○○円に確

定したので通知する。

なお、精算額として、金○○○○○○円を別途支払ったので併せて通知する。
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別記様式第１０号（第２の２の（１）のア関係）

沖合・遠洋省エネ操業形態導入グループ操業計画書（共同探索船・共同運搬船）

年 月 日

水産庁長官 殿

住所

漁業者団体等名

代表者氏名 印

「漁業経営体質強化対策事業実施要領」（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７４８号水産庁

長官通知）第２の２の（１）のアの規定に基づき、下記のとおりグループ操業計画を作成したの

で、承認を申請する。

記

１．事業の概要

２．グループ操業計画

（１）グループ操業実施予定時期及び海域

（２）グループ操業参加漁船名

（３）共同漁場探索船（又は共同漁獲物運搬船）

①船名及び総トン数

②所有者

③用船期間及び用船予定料

３．グループ操業による省エネ目標

（注）次の書類を添付すること

１ グループ操業参加漁船の許可証の写し

２ 共同漁場探索船（又は共同漁獲物運搬船）の船籍証書の写し

３ 用船契約書案及び用船予定料算定根拠
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別記様式第１１号（第２の２の（１）のア関係）

沖合・遠洋省エネ操業形態導入グループ操業計画書（共同補給船）

年 月 日

水産庁長官 殿

住所

漁業者団体等名

代表者氏名 印

「漁業経営体質強化対策事業実施要領」（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７４８号水産庁

長官通知）第２の２の（１）のアの規定に基づき、下記のとおりグループ操業計画を作成したの

で、承認を申請する。

記

１．事業の概要

２．グループ操業計画

（１）グループ操業実施予定時期及び海域

（２）グループ操業参加予定漁船名

（３）共同補給船

①船名

②所有者

③使用予定期間及び予定支払額

３．グループ操業による省エネ目標

（注）次の書類を添付すること

１ グループ操業参加漁船の許可証の写し

２ 共同補給船の概要が分かる資料

３ 使用契約書案及び予定支払額算定根拠
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別記様式第１２号（第２の２の（２）のア関係）

グループ化促進支援事業計画書（現地検討会）

年 月 日

水産庁長官 殿

住所

漁業者団体等名

代表者氏名 印

「漁業経営体質強化対策事業実施要領」（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７４８号水産庁

長官通知）第２の２の（２）のアの規定に基づき、下記のとおり計画を作成したので、承認を申

請する。

記

１ 対象漁業種類

２ 現地検討会出席予定者

３ 現地検討会開催予定時期及び場所

４ 現地検討会における主な議題

５ 必要な経費

（注）次の書類を添付すること

必要な経費についての積算根拠
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別記様式第１３号（第２の２の（２）のア関係）

グループ化促進支援事業計画書（報告書等作成）

年 月 日

水産庁長官 殿

住所

漁業者団体等名

代表者氏名 印

「漁業経営体質強化対策事業実施要領」（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７４８号水産庁

長官通知）第２の２の（２）のアの規定に基づき、下記のとおり計画を作成したので、承認を申

請する。

記

１．対象漁業種類

２．グループ操業計画の概要

３．必要な経費

（注）次の書類を添付すること

１ 必要な経費についての積算根拠

２ 水産庁の承認を受けたグループ操業計画書の写し
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別記様式第１４号（第２の２の（３）のアの（ア）関係）

沖合・遠洋省エネ操業形態導入事業実施報告書（共同探索船・共同運搬船）

年 月 日

事業主体 宛

住所

漁業者団体等名

代表者氏名 印

「漁業経営体質強化対策事業実施要領」（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７４８号水産庁

長官通知）第２の２の（３）のアの（ア）の規定に基づき、下記のとおり省エネ操業形態導入事

業を実施したので報告する。

記

１．共同漁場探索船（又は共同漁獲物運搬船）名

２．用船料及び期間

３．助成金の額及び積算根拠

（注）次の書類を添付すること

１ 共同漁場探索船（又は共同漁獲物運搬船）の船籍証書の写し

２ 用船契約書の写し

３ 用船料の支払を証明する書類の写し

４ グループ参加漁船が共同漁場探索船（又は共同漁獲物運搬船）を用いたグループ操業を行っ

たことを証明できる書類

５ 水産庁の承認を受けたグループ操業計画書の写し
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別記様式第１５号（第２の２の（３）のアの（ア）関係）

沖合・遠洋省エネ操業形態導入事業実施報告書（共同補給船）

年 月 日

事業主体 宛

住所

漁業者団体等名

代表者氏名 印

「漁業経営体質強化対策事業実施要領」（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７４８号水産庁

長官通知）第２の２の（３）のアの（ア）の規定に基づき、下記のとおり省エネ操業形態導入事

業を実施したので報告する。

記

１．共同補給船名

２．補給料及び補給期間

３．助成金の額及び積算根拠

（注）次の書類を添付すること

１ 使用契約書の写し

２ 補給料の支払を証明する書類の写し

３ グループ参加漁船が共同補給船を用いたグループ操業を行ったことを証明できる書類

４ 水産庁の承認を受けたグループ操業計画書の写し
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別記様式第１６号（第２の２の（３）のアの（イ）関係）

沖合・遠洋省エネ操業形態導入事業報告

年 月 日

水産庁長官 殿

住所

事業主体名

代表者氏名 印

「漁業経営体質強化対策事業実施要領」（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７４８号水産庁

長官通知）第２の２の（３）のアの（イ）の規定に基づき、別添のとおり事業実施者より省エネ

操業形態導入事業報告を受けたので、下記のとおり報告する。

記

１．事業実施者名

２．事業実施期間

３．助成金の額

（注）次の書類を添付すること

別記様式第１４号又は第１５号による漁業者団体等からの報告の写し
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別記様式第１７号（第２の２の（３）のイの（ア）関係）

グループ化促進支援事業実施報告書

年 月 日

事業主体 宛

住所

漁業者団体等名

代表者氏名 印

「漁業経営体質強化対策事業実施要領」（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７４８号水産庁

長官通知）第２の２の（３）のイの（ア）の規定に基づき、下記のとおりグループ化促進支援事

業を実施したので報告する。

記

１．対象漁業種類

２．事業実施期間

３．助成金の額及び積算根拠

（注）次の書類を添付すること

１ 必要な経費の支払を証明する書類の写し

２ 水産庁の承認を受けた事業実施計画書の写し

３ 水産庁の承認を受けたグループ操業計画書の写し（報告書作成等の場合）
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別記様式第１８号（第２の２の（３）のイの（イ）関係）

グループ化促進支援事業報告

年 月 日

水産庁長官 殿

住所

事業主体名

代表者氏名 印

「漁業経営体質強化対策事業実施要領」（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７４８号水産庁

長官通知）第２の２の（３）のイの（イ）の規定に基づき、別添のとおり事業実施者よりグルー

プ化促進支援事業報告を受けたので、下記のとおり報告する。

記

１．事業実施者名

２．事業実施期間

３．助成金の額

（注）次の書類を添付すること

別記様式第１７号による漁業者団体等からの報告の写し
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別記様式第１９号（第２の４の（１）関係）

沖合・遠洋省エネ操業形態導入事業概算払請求書

番 号

年 月 日

事業主体

代表者の氏名 殿

住 所

漁業者団体等名

代表者氏名 ○印

「業経営体質強化対策事業実施要領」（平成２１年４月１日付け２０水漁第２７４８号水産庁長官

通知）第２の４の（１）の規定に基づき請求します。

記

（単位：円）

計画承認額 既受領額 今回請求額 残 額
項 目 備 考

(a) (b) (c) (a)-(b+c)

沖合・遠洋省エネ操業

形態導入事業

(1) 共同漁場探索船事

業

(2) 共同漁獲物運搬

船等導入

ア 共同運搬船導

入

イ 共同燃油補給

船導入

計
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別表（第６関係）

漁業経営体質強化対策事業の種類 補 助 率

１ 体質強化グループ活動支援事業

（１） 漁業者協同化推進事業 定 額

（２） 漁業者協同化支援事業

ア 協同化計画策定 １／２以内

イ 省燃油型施設等導入 １／２以内

ウ グループ化普及推進 定 額

２ 沖合・遠洋省エネ操業形態導入事業

（１） 共同漁場探索船導入 １／２以内

（２） 共同漁獲物運搬船等導入 １／２以内

（３） グループ化促進支援 定 額
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